
白山市選挙サポーター登録制度実施要領 

 

１ 制度概要 

  投票所（当日・期日前）における投票立会人や選挙事務従事者を「白山市

選挙サポーター」として公募し、名簿登録の上、選挙が実施される際には、

投票立会人または選挙事務従事者を名簿登録者の中から選考し、委嘱・任用

につなげる制度。 

 

２ 業務概要 

区分 投票立会人 選挙事務従事者 

期日前投票 投票所で投票の監視等 投票所で案内誘導、投票用

紙の交付等 当日投票 

 

３ 職種別職務詳細 

 ⑴ 投票立会人 

  ① 職務内容： 投票所での投票の監視等（常時着席による。） 

  ② 身  分： 非常勤特別職 

  ③ 応募資格： 白山市に住民票のある１８歳以上の方 

  ④ 応募要件： 選挙に公正な判断ができる方 

  ⑤ 勤務場所： 別紙投票所 

  ⑥ 勤務時間： 勤務日・勤務場所等によって異なる。下記は、一例。 

   ア 期日前投票・一日従事 

      ８：１５～２０：０５ 昼食時、夕食時に休憩あり 

   イ 当日投票・一日従事の場合 

      ６：４５～２０：０５ 昼食時、夕食時に休憩あり 

   ウ 当日投票・半日交替の場合 

      ６：４５～１３：３０ 休憩あり または 

     １３：２０～２０：０５ 休憩あり 

   ※ イ、ウにおいて、投票終了後、投票箱の開票所送致に同行していた

だく場合は、往復分の時間延長あり。 

  ⑦ 報  酬： 一日従事の場合 

   ア 期日前投票 １０，９００円 

   イ 当日投票  １２，４００円（半日交替の場合は、半額） 

   ※ 所得税の源泉徴収あり。交通費の支給なし。 

 

 ⑵ 選挙事務従事者 

  ① 職務内容： 投票所での誘導、期日前投票所での宣誓書記入指導、投

票用紙交付等 

  ② 身  分： 会計年度任用職員 

  ③ 応募資格： １８歳以上の方（市外在住者も可） 

  ④ 応募要件： 選挙に公正な判断ができる方 

          地方公務員法の適用を受け、守秘義務等が課されます。 

  ⑤ 勤務場所： 別紙投票所 

  ⑥ 勤務時間： 勤務日・勤務場所等によって異なる。下記は、一例。 



   ア 期日前投票・一日従事の場合 

      ８：２０～２０：０５ 昼食時、夕食時に休憩あり 

   イ 期日前投票・半日交替の場合 

      ８：２０～１４：１５ 休憩なし または 

     １４：１０～２０：０５ 休憩なし 

   ウ 当日投票・一日従事の場合 

      ６：５０～２０：０５ 昼食時、夕食時に休憩あり 

   エ 当日投票・半日交替の場合 

      ６：５０～１３：３０ 昼食時に休憩あり または 

     １３：２５～２０：０５ 夕食時に休憩あり 

  ⑦ 報 酬 等： 時給 １，２２０円 

          所得税の源泉徴収あり。交通費の支給なし。 

  ⑧ そ の 他： 政党や政治団体の役員である方は、従事できません。 

         任用期間中、従事者は地方公務員法および公職選挙法の

適用を受け、政治活動や選挙運動に関し、制限を受けます。 

 

４ 登録の申込 

 ⑴ 白山市選挙サポーター登録申込書の入手 

  ・ 白山市ホームページの選挙管理委員会のページから様式をダウンロー

ドするか、市役所選挙管理委員会の窓口で申込書用紙を受け取ってくだ

さい。 

 ⑵ 申込書の記入・提出 

  ・ 記入した用紙は、市役所選挙管理委員会窓口に提出するか、または、

申込書下記に記載のメールアドレスにメール送信してください。 

 ⑶ 白山市電子申請サービスからの申込 

  ・ ⑴⑵による申し込みのほか、白山市電子申請サービスから申し込むこ

とができます。 

⑷ 名簿登録 

  ・ 不備がなければ、そのまま名簿に登録しますので、連絡がなければ、

登録されたものとなります。 

 

５ 事前説明会への参加 

 ・ 選挙の日程が決まりましたら、電話またはメールにて従事する日程のご

都合をお伺いします。 

   選挙期間日数やご希望の従事内容等により、全ての登録者へご案内でき

ない場合があります。 

・ 事前説明会の案内通知を封書又はメールで通知しますので、ご参加いた

だきます。なお、投票立会人で着任経験のある方は、参加不要となります。 

   なお、選挙事務従事者を希望する方には、面接が行われますので、就労

条件等の希望をお伝えください。 

 

６ 選考 

 ⑴ 事前説明会後に、メール、電話等で、従事が可能か打診します。 

 ⑵ 内諾されますと、事務手続に入ります。 



    投票立会人には、承諾書、報酬振込口座のほか必要書類を、事務従事

者には、報酬振込口座、宣誓書のほか必要書類を提出していただきます。 

 

７ 採用 

 ⑴ 投票立会人 

  ① 選任通知書のほか、従事場所、心得等の書類を郵送またはメール送信

しますので、ご確認ください。 

  ② 投票日当日の立会人の方へ前日または前々日に、投票所の管理者（市

職員）から、従事の確認の電話が入り、集合時間や駐車場所等をお伝え

します。 

 ⑵ 選挙事務従事者 

  ① 任用通知書のほか、従事場所、心得等の書類を郵送またはメール送信

しますので、ご確認ください。 

  ② 投票日当日の従事者の方へ前日または前々日に、投票所の管理者（市

職員）から、従事の確認の電話が入り、集合時間や駐車場所等をお伝え

します。 

 

８ 従事当日 

 ⑴ 従事時間に間に合うように、会場入してください。 

 ⑵ 投票所の管理者の指示に従ってください。 

 

９ 報酬等の支払 

  選挙期間終了後、所得税を源泉徴収し、１か月ほどで、指定口座に振り込

みます。 

 

１０ 登録内容の変更等 

 ⑴ 住所等に変更があった場合は、その旨を選挙管理委員会事務局にお申し

出ください。 

 ⑵ 名簿からの登録抹消を希望する場合は、その旨を選挙管理委員会事務局

にお申し出ください。 

 



（別紙） 

投票所一覧 

 

１ 期日前投票所 

投票区 施 設 所 在 地 

松任 市民交流センター 倉光二丁目１番地 

美川 美川支所 美川浜町ヨ１０３番地 

鶴来 鶴来コミュニティセンター 鶴来本町四丁目ヌ８５番地 

アピタ松任店 アピタ松任店 幸明町２８０番地 

河内 かわち保健センター 河内町福岡７７番地 

吉野谷 吉野谷コミュニティセンター 佐良二１３６番地 

鳥越 鳥越コミュニティセンター 別宮町ロ１７０番地 

尾口 尾口コミュニティセンター 瀬戸午１０番地 

白峰 白峰市民サービスセンター 白峰ハ１５７番地 

イオンモール白山 イオンモール白山 横江町５００１番地 

金城大学 金城大学笠間キャンパス 笠間町１２００番地 

 

２ 投票所（選挙当日） 

地域 投票区 施 設 所 在 地 

松任 第１ 白山市立松任コミュニティセンター 西新町１７０番地１ 

 第２ 白山市立松任小学校第一体育館 末広一丁目１００番地 

 第３ 白山市立松任こども園 茶屋二丁目４１番地 

 第４ 白山市立北陽小学校第一体育館 新田町２４６番地 

 第５ 白山市あいのき児童センター 相木町７７７番地１ 

 第６ 白山市立石川コミュニティセンター 源兵島町３３２番地１ 

 第７ 白山市立柏野コミュニティセンター 下柏野町４８３番地 

 第８ 白山市立加賀野コミュニティセンター 西柏一丁目３７番地 

 第９ 白山市立笠間コミュニティセンター 笠間町６２３番地１ 

 第１０ 白山市立宮保コミュニティセンター 宮保町７４０番地１ 

 第１１ 白山市立一木コミュニティセンター 村井町４４１番地 

 第１２ 白山市立出城コミュニティセンター 成町４０６番地２ 

 第１３ ぶじょうこども園 北安田町３９６番地１ 

 第１４ 白山市立千代野コミュニティセンター 千代野東五丁目１番地２ 

 第１５ 白山市立千代野コミュニティセンター 千代野西八丁目３０番地 

 第１６ 白山市立御手洗コミュニティセンター 相川町１５６６番地１ 

 第１７ 白山市立旭コミュニティセンター 旭丘二丁目３２番地 

 第１８ 白山市立中奥コミュニティセンター 中奥町１７７番地１ 

 第１９ 白山市立林中コミュニティセンター 乙丸町４６１番地 

 第２０ 白山市立郷コミュニティセンター 田中町２３０番地 

 第２１ 山島農村健康センター 安吉町１１９番地 



美川 第２２ 白山市立湊コミュニティセンター 湊町ヨ７０番地１ 

 第２３ 白山市美川児童館 美川和波町北１番地１ 

 第２４ 白山市立蝶屋コミュニティセンター 井関町１１３番地１ 

 第２５ 白山市美川文化会館 美川中町イ１６番地６ 

鶴来 第２６ 白山市立一ノ宮コミュニティセンター 白山町カ８８番地１０ 

 第２７ 白山市立鶴来コミュニティセンター 鶴来本町四丁目ヌ８５番地 

 第２８ 白山市立蔵山コミュニティセンター 日御子町ホ６０番地１ 

 第２９ ふじこども園 森島町い１６番地１ 

 第３０ 白山市立林コミュニティセンター 道法寺町ヘ２４番地 

 第３１ 白山市立明光小学校第二体育館 井口町は１番地の４ 

 第３２ 白山市立舘畑コミュニティセンター 日向町イ１９番地 

 第３３ あいわこども園 知気寺町ぬ１２９番地６ 

河内 第３４ 白山市立かわち保健センター 河内町福岡７７番地 

吉野谷 第３５ 白山市立吉野谷コミュニティセンター 佐良ニ１３６番地 

 第３６ 白山市吉野谷児童館 吉野東５６番地 

 第３７ 白山市吉野谷セミナーハウス 中宮ヲ１６番地 

鳥越 第３８ 河合集会所 河合町南４０番地 

 第３９ 白山市立鳥越小学校体育館 上野町オ１番地 

 第４０ 白山市立鳥越コミュニティセンター 別宮町ロ１７０番地 

 第４１ 鳥越ふるさとセンター 上吉谷町甲９９番地 

尾口 第４２ 尾添コミュニティセンター 尾添イ１３５番地 

 第４３ 白山市立尾口コミュニティセンター 瀬戸午１０番地 

白峰 第４４ 白峰地域交流センター 白峰ロ９番地 

 
第４５ 桑島健康管理センター 桑島４号８７番地３４ 

 


